
 

 

 

 

 

入学・進級おめでとう 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。少しずつ豊中の生

活に慣れていきましょうね。2.3 年生の皆さん、進級おめでとうござい

ます。先輩らしい姿がたくさん見られることを楽しみにしています！私

も初めての学年部所属、頑張ります！ 

今年度も健康診断を実施します。健康診断は皆さんが 1年間健康で安

全に学校生活を送るために重要な行事です。自分の健康に興味をもつき

っかけにしてもらえたらいいなと思います。 

日時 項目 対象 

4 月 20日(月) 身体測定 全学年 

4 月 20日(月) 色覚検査 1 年生希望者 

5 月 29日(金) 心電図検査 1 年生対象 

6 月 3日(水) 内科検診 全学年 

7 月 3日(金) 脊柱側弯症検診 対象者のみ 

※歯科検診と尿検査の日程はまだ決まっていません。決まり次第お伝

えします。 

 

保健室が皆さんにとってホッとできる場所になり「よし！もう少しがんば

ろう！」と思える場所にできたらいいなと思っています。ルールを守り多く

の生徒が心地よく利用できる保健室を一緒につくっていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊富町立豊富中学校 

No.1 文責：河上文子 

令和 8年 4月９日(木) 

① 検温などの急がないものは、休み時間に来室するようにしましょう。 

② 授業中に来室する時は先生に報告してから来室しましょう。 

③ ベッド休養は１時間程度です。回復しない場合は早退になります。 

④ 保健室はいつでも自由に来室できますが、頻度については調整しまし

ょう。また、たくさん人がいるときは時間をずらして来室するなど、賑

やかになりすぎないように配慮しましょう。※ただし、体調不良や相談

をしている人がいるときはその人優先です。来室は遠慮してください。 

⑤ 保健室に相応しくない行為やけがや事故につながる可能性のある行為

は行わないようにしましょう。 

⑥ 保健室で借りたものはその日のうちに返却しましょう。 

⑦ お薬は原則渡せません。のみなれた薬を持参しましょう。 

健康診断が始まります！  



 

 

子ども達の心身の健康のサポートをさせていただきます、養護教諭の河上

文子(かわかみあやこ)と申します。 

この保健だよりは、生徒向けに発行しますが、ぜひ保護者の皆さまにも目

を通していただき、ご家庭での健康指導に活用していただけたらと思ってお

ります。お子様のことで心配なことや確認したいことがありましたら、お気

軽に学校までご連絡ください。(TEL:0162-82-1708)  

お子様が元気に学校生活を送れるよう、少しでも力になれたらという思い

で精進して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

１．早退時のお迎えのお願いについて 

体調不良やけがをしてお子様が早退する際に、安全面を考慮してお迎えを

お願いしています。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

２．学校感染症について 

 病院で「学校感染症」と診断されましたら、必ず学校までお知らせくださ

い。出席停止扱いになります。 

 

 

 

 

 

 

３．【必読】スポーツ振興センター災害給付金制度について 

 スポーツ振興センター災害給付金制度とは、学校管理下※１のけがで医療機

関を受診した場合に給付金を受け取れる制度のことです。 

※１…学校管理下とは、登下校時、授業中、部活動中、学校行事の活動中のこと 
 

①適用範囲…学校管理下のけがで医療機関を受診し医療費として総額 1500 

円以上を負担した場合(調剤も含む) 

 

②給付金額…支払った医療費(3 割負担分)＋見舞い金(1 割) 

 

③申請方法…担当の河上までご連絡ください。後日、お子さまを通じて申請

に必要な書類をお渡しします。ご記入の上ご提出ください。 

 

④給付方法…教育委員会から口座振込みとさせていただきます。 

※入金に２～３ヶ月ほどお時間をいただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

４．健康診断に関わる問診票ご記入のお願いについて 

お子さまが健康安全に学校生活を送ることができるように、毎年健康診断

を実施しています。実施に伴い問診票のご記入をお願いしています。各種健

康診断の日程が近くなりましたら順次配付させていただきますので、ご記入

のご協力をお願いいたします。 

学校感染症とは？ 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・百日咳・

麻疹・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風疹・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜

熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎・腸管出血性大腸菌感染症(O-157)・

流行性角結膜炎・感染性胃腸炎・新型コロナウイルス感染症 など 

 

【 災害給付金制度を利用する際の注意点 】 災害給付金制度を利用する場

合は、乳幼児医療制度を利用せずに、医療費を一時負担してお支払いくださ

い。乳幼児医療制度を利用してしまうと、災害給付金制度の申請が出来ませ

んのでご注意ください。 

 

TEL:0162-82-1708

